
大迫野球場使用料

　　２　「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

１　放送設備
       520円

２　ス コ ア
    ボ ー ド
       520円

備考１　入場料、会費その他これらに類する料金を徴収する場合の使用料の額は、この表により算定

　　　した額の2倍に相当する額とする。

区　分

土曜日、
日曜日

及び休日

土曜日、日曜
日及び休日以

外の日

附属施設又は
設備の使用料

照明設備の使用料

１時間までごとに １時間までごとに １試合ごとに

小・中・高生 310円 310円 全灯  　3,600円

一　般 1,030円 720円

96灯　  2,400円

48灯　  1,200円


